
規

則 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
埼
玉
県
規
則
第

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
同
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
」
を
「
学
校
教
育
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
そ
の
他
の
児
童
、
生
徒
又
は

学
生
の
就
学
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
べ
き
者
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
」
を
加
え
、
「
又
は
生
徒
」

を
「
、
生
徒
又
は
学
生
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
七
号
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
を
削
る
。 

第
十
五
条
中
「
別
表
第
一
の
十
四
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
十
五
条 

条
例
別
表
第
一
の
十
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
県
立
の
中
学
校
に
お
け

る
学
校
給
食
費
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に

規
定
す
る
学
校
給
食
費
を
い
う
。
）
に
係
る
援
助
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。 

第
十
七
条
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
」
を
加
え
、
「
又
は
生

徒
」
を
「
、
生
徒
又
は
学
生
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
第
一
号
ト
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
る
。 

第
十
九
条
第
九
号
中
「
進
学
準
備
給
付
金
の
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
」
に
、
「
外

国
人
進
学
準
備
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
を
「
外
国
人
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
関
係
情

報
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
及
び
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
の

規
定
中
「
外
国
人
進
学
準
備
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
を
「
外
国
人
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金

支
給
関
係
情
報
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
四
条
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
」
を
削
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

二
条
の
前
の
見
出
し
、
同
条
及
び
第
三
条
を
削
る
。 



第
四
条
中
「
別
表
第
一
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
一
の
項
」
に
改
め
、
「
高
等
学
校
等
」

の
下
に
「
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
保
護
者
等
」
の
下

に
「
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
そ

の
他
の
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
の
就
学
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
べ
き
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

を
加
え
、
同
条
を
第
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
別
表
第
一
の
規
則
で

定
め
る
事
務
）
」
を
付
す
る
。 

第
五
条
及
び
第
六
条
を
削
る
。 

第
七
条
中
「
別
表
第
一
の
六
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
二
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条

と
す
る
。 

第
八
条
中
「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
三
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条

と
す
る
。 

第
九
条
中
「
別
表
第
一
の
八
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条

と
す
る
。 

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
削
る
。 

第
十
三
条
中
「
別
表
第
一
の
十
二
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
五
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

六
条
と
す
る
。 

第
十
四
条
中
「
別
表
第
一
の
十
三
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
六
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

七
条
と
す
る
。 

第
十
五
条
中
「
別
表
第
一
の
十
四
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

八
条
と
す
る
。 

第
十
六
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
の
生
徒
等
」
の
下
に
「
（
高
等
学
校
等
就
学

支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第

十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
生
活
保
護
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す

る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
実
施
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に

困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活

に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行

う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規

定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第

二
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
停
止
若
し
く
は

廃
止
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、

同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
別
表
第
二

の
規
則
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
）
」
を
付
す
る
。 



第
十
七
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

一 

生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
保
護
の
実
施
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
保
護
の

開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
職
権
に
よ
る

保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条

の
保
護
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
と

い
う
。
） 

第
十
八
条
第
一
号
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、
「
次
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
外

国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
前

号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
条

第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
外
国
人

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

第
十
九
条
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」

を
加
え
、
同
条
第
九
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
、
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第

十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
三
号
中
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
の
下
に
「
（
昭

和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二
十
四 

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人

等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
六
条
第
七
号
に
お
い
て
「
平
成

十
九
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
並
び
に

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
六
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十

六
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
支

援
給
付
、
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
三
項
の
支
援
給
付
及
び
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附

則
第
二
条
第
三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
に
関
す
る
事
務 

中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
支
援
給
付
、
平
成
十
九
年
改
正
法

附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
、



平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
三
項
の
支
援
給
付
及
び
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条

第
三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
者
又
は
支
給
を
受
け
て
い
た
者

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
「
要
支
援
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
外
国
人

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
、
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
又
は
外
国
人
進

学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
関
係
情
報 

第
十
九
条
第
二
十
五
号
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
」
の

下
に
「
（
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
十
号
中
「
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
十
三
号
中
「
第
二
十
九
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
二
条

第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

第
二
十
条
第
二
十
一
号
中
「
児
童
扶
養
手
当
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百

三
十
八
号
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

第
二
十
一
条
第
二
号
中
「
又
は
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
を
「
又
は
生
活
保
護
法

第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
次
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
特
別
支

援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
（
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
弁
に
関
す
る
情
報
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
別
支
援

学
校
就
学
奨
励
支
弁
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削
り
、
同

条
第
二
号
中
「
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
特
別
支
援
学
校
就
学
奨
励
支
弁
関

係
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
情
報
」
を
「
特
別
支
援
学
校
就
学
奨
励
支
弁
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と

し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
別
表
第
三
の
規
則
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
）
」

を
付
す
る
。 

第
二
十
三
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
十
八

条
と
す
る
。 

第
二
十
六
条
中
「
次
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に
改
め
、

同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。 

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
次
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に

改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
外

国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。 



第
二
十
八
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
二
十
九
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。 

第
三
条 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
十
五
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し

て
「
（
条
例
別
表
第
三
の
規
則
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
）
」
を
付
す
る
。 

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

第
十
二
条
第
九
号
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
、
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
五
条
」

に
改
め
、
同
条
第
二
十
四
号
中
「
第
十
六
条
に
」
を
「
第
十
七
条
に
」
に
、
「
第
十
六
条
第
七

号
」
を
「
第
十
七
条
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
五
号
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
七
条
」

に
改
め
、
同
条
第
三
十
三
号
中
「
第
二
十
二
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
三
号
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

第
十
一
条
第
一
号
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

第
九
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
第
十
九
条
に
」
を
「
第
二
十
条
に
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定
め
る
事

務
及
び
情
報
）
」
を
付
す
る
。 

第
八
条
中
「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
八
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条

と
す
る
。 

第
七
条
中
「
別
表
第
一
の
六
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条

と
す
る
。 

第
六
条
中
「
別
表
第
一
の
五
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
六
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条

と
す
る
。 

第
五
条
中
「
別
表
第
一
の
四
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
五
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条

と
す
る
。 

第
四
条
中
「
別
表
第
一
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条

と
す
る
。 

第
三
条
中
「
別
表
第
一
の
二
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
三
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条

と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
三
条 

条
例
別
表
第
一
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と

す
る
。 

一 

知
事
が
指
定
し
た
特
定
の
疾
患
（
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
（
第
Ⅰ
因
子
（
フ

ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
）
欠
乏
症
、
第
Ⅱ
因
子
（
プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
）
欠
乏
症
、
第
Ⅴ
因
子
（
不

安
定
因
子
）
欠
乏
症
、
第
Ⅶ
因
子
（
安
定
因
子
）
欠
乏
症
、
第
Ⅷ
因
子
欠
乏
症
（
血
友
病



Ａ
）
、
第
Ⅸ
因
子
欠
乏
症
（
血
友
病
Ｂ
）
、
第
Ⅹ
因
子
（
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
プ
ラ
ウ
ア
）
欠

乏
症
、
第
Ⅺ
因
子
（
Ｐ
Ｔ
Ａ
）
欠
乏
症
、
第
Ⅻ
因
子
（
ヘ
イ
グ
マ
ン
因
子
）
欠
乏
症
、
第

十
因
子
（
フ
ィ
ブ
リ
ン
安
定
化
因
子
）
欠
乏
症
、
ｖ
ｏ
ｎ 

ｗ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｂ
ｒ
ａ
ｎ
ｄ
（
フ

ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ブ
ラ
ン
ド
）
病
及
び
血
液
凝
固
因
子
製
剤
に
起
因
す
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
を

い
う
。
）
、
橋
本
病
、
特
発
性
好
酸
球
増
多
症
候
群
（
好
酸
球
性
消
化
管
疾
患
、
好
酸
球

性
多
発
血
管
炎
性
肉
芽
腫
症
及
び
好
酸
球
性
副
鼻
腔
炎
を
除
く
。
）
、
原
発
性
骨
髄
線
維

症
及
び
溶
血
性
貧
血
（
自
己
免
疫
性
溶
血
性
貧
血
及
び
発
作
性
夜
間
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
尿
症

を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
り
患
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
疾
患
等
患
者
」

と
い
う
。
）
に
対
す
る
医
療
の
給
付
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
疾
患
等
医
療
給
付
」

と
い
う
。
）
に
係
る
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務 

二 

特
定
疾
患
等
患
者
に
対
す
る
特
定
疾
患
等
医
療
給
付
の
支
給
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

三 

特
定
疾
患
等
患
者
に
対
す
る
特
定
疾
患
等
医
療
給
付
に
係
る
受
給
者
証
の
交
付
、
再
交

付
又
は
返
還
に
関
す
る
事
務 

四 

特
定
疾
患
等
患
者
に
対
す
る
特
定
疾
患
等
医
療
給
付
の
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
の
受

理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る

事
務 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
一
条
の
規
定 

公
布
の
日 

二 

第
二
条
の
規
定 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
令
和
七
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
附
則
第
三
号
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日 

 


